
第五回障がい者制度改革推進会議　意見提出フォーマット

教育
○障害者基本法　教育該当部分

１．障害者基本法の総則規定の中に、障害者の教育の権利及び求められる教育のあり方を、障害者の権利条約に即して追加して規定すべきか、否か。

障害者基本法においては、当然、障害者の教育を受ける権利、そのために求められる教育のあり方について、障害者の権利条約に即した規定を設けるべきである。

なお、その際、障害者権利条約では、「あらゆる段階におけるインクルーシブな教育制度及び生涯学習」とあること、そして、障害者制度改革推進本部・並びに当推進会議の設置を提言した民主党の障がい者政策PT報告の「改革１７項目」のその6には、「学校教育制度は、あらゆる段階において障がい児が障がい児以外の者と原則分けられず、インクルーシブ教育（共に学び共に育つ教育）とすることを基本とする」とされていることを、ふまえておく必要がある。

すなわち、以下、全ての項目に関わる、基本的かつ重要な概念であるインクルーシブ教育とは、「障害児が障害児以外の者と原則分けられず、共に学び共に育つ教育」であるとの解釈を確認しておく必要がある。

そのことから、求められる教育のあり方は、障害者が地域社会から排除されることなく、特定の生活様式を強制されないで自立した生活を実現できる社会をめざしたものでなければならない。そのためには、権利条約において掲げられたインクルーシブ教育が、障害者も地域の子どもたちと同じ学校で教育を受けることを原則として保障するものとの理解に立つことが必要であり、その保障に向けた施策を実施することを規定として盛り込むべきである。

２．障害者基本法14条１項は、「国及び地方公共団体は、障害者が、その年齢、能力及び障害の状態に応じ、十分な教育が受けられるようにするため、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない。」と支援をその柱にすえるが、合理的配慮の規定は存在しない。そこで、普通学校、普通学級での合理的配慮、必要な支援についても規定するべきか、否か。

　障害者の教育を受ける権利を前提とするならば、当然、普通学校、普通学級での合理的配慮、必要な支援についても規定するべきである。

現状は、障害のある子が普通学校等を選んだ場合、保護者が、通学や、教室の移動や給食時等の学内介助等を担うことが教育関係機関から往々にして求められ、保護者に大きな負担を課している実態もある。こうした実態を解消していくために、普通学校、普通学級での合理的配慮、必要な支援及び教育機関及びその施策において確保する責任についても規定する必要がある。

インクルーシブな教育制度の下で、どのような状況にある子どもにも合理的配慮と必要な支援が提供されることが求められており、障害のある子どもたちが教育を受ける権利を保障されるためには、その不利益を取り除くための合理的配慮、教育上必要な支援があらゆる場において提供されることが不可欠である。国及び地方公共団体は、そのための施策を講じる責務があることは明確にしておかなければならない。そして、あらゆる場において合理的配慮が確保される、十分な財政措置が得られる仕組みがぜひとも必要である。

なお、障害者が他のものと平等に教育を受ける権利を前提とするならば、障害者基本法14条１項にいう「その…能力及び障害の状態に応じ、」との文言は削除すべきである。

　また、現行の障害者基本法・第14条３項の「交流及び共同学習を進める」としている規定で、「交流」とは障害のある子とない子を分けることが前提となっているからこそ生じる記述であり、インクルーシブ教育の推進に全面的にあらためる必要がある。

障害者権利条約は、19条で「自立した生活及び地域社会へのインクルージョン」を規定している。障害者の地域生活の確立は、学校教育がインクルーシブな制度であることが必然であり、前提となることから、条約の精神を生かすためにも特別支援教育からインクルーシブ教育への転換が求められている。現行の特別支援教育は、高等部の卒業生の約６割（http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/013.htm）が「施設・医療機関」となっており、この事実からも障害者を生涯分離し、隔離することにつながる教育制度からの転換が必要である。

すなわち、前述した「改革17項目」の規定を活かし、「あらゆる段階において障がい児が障がい児以外の者と原則分けられない、インクルーシブ教育（共に学び共に育つ教育）を積極的に進める」といった内容に変更すべきである。

○教育基本法　差別禁止条項の不存在

教育基本法４条１項は、「人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない」としつつも、この中に、「障害」という文言はない。「障害」という文言を挿入して、障害に基づく差別の禁止を明文化する必要性について、どう考えるか。

　教育基本法においても、障害者がどのような場合でも差別を禁止の対象となる規定は明文化しておくべきである。

例えば、大阪府で1998年（平成10年）11月１日に施行された「人権尊重の社会づくり条例－すべての人の人権が尊重される社会をめざして－」においても、「今日もなお、社会的身分、人種、民族、信条、性別、障害があること等に起因する人権侵害が存在しており」との文言が盛り込まれている。障害者の権利の重要な課題となる教育において、「障害のあること」による人権侵害をなくしていくためにも、それを教育基本法にはっきりと明文化することは不可欠である。

○学校基本法　異なる教育目的の設定

　学校教育法72条は、特別支援学校（従来の盲、聾、養護学校）について、「幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施す」ものと規定している。
１．この普通教育と異なる「準じる」教育という設置目的をどう考えるか。
　障害者がどのような場合においても教育を受けることを保障するとの原則に立てば「準じる」との規定をする必要性はまったくない。

「準じる」として教育目的を設定していることこそ、特別支援学校が普通教育をする場ではないということを示すものである。したがって、学校教育法における、このような規定は削除されるべきであり、特別支援学校への就学を前提とする現在の制度的な枠組みは廃止されるべきである。
２．この目的の設定は、障害者の権利条約の差別（第２条）に該当すると考えるか、否か。
　当然、このような規定は、特別支援学校を就学先として前提している制度の枠組みともども「異別取扱い」になり、障害者の権利条約２条にいう差別に該当する。

権利条約２条は差別の定義として「あらゆる区別、排除又は制限」であるとしている。特別支援学校が異なる教育目的をもって設置されていることとあわせて、その前提になっている学校教育法施行令22条の３の規定や同施行令５条にいう認定就学者の規定等、特別支援学校への就学を前提とする現行の制度は、権利条約の規定からも認められない。
３．障害者の権利条約第２４条１項が「この権利を差別なしに、かつ、機会の均等を基礎として実現する（政府仮訳）」と規定している点に合致していると考えるか、否か。

　学校教育法におけるこのような規定は、障害者の権利条約24条にいう規定に合致していない。

学校教育法施行令22条の３の規定や同施行令５条にいう認定就学者の規定等、特別支援学校への就学を前提とする現行の制度は、「権利を差別なしに、かつ、機会の均等を基礎として実現する」ことに違反している。
○特別支援学校の設置

　学校教育法80条は、普通学校の場合と異なり、都道府県が「特別支援学校を設置しなければならない」と設置を義務づけており、さらに、同法78条は、特別支援学校には「寄宿舎を設けなければならない」と規定している。
１．これらの規定は、居住する市町村から離れて就学せざるえない事態を予定するものであるが、障害者の権利条約第24条第２項(ｂ)「障害者が、他の者との平等として、自己の生活する地域社会において、障害者を包容し、質が高く、かつ、無償の初等教育を享受することができること及び中等教育を享受することができること（政府仮訳）」という規定に違反すると考えるか、否か。
　学校教育法にあるこれらの規定は、障害者の権利条約24条２項（ｂ）の規定に違反する。

障害者に対して、障害者の権利条約24条２項（ｂ）の規定を保障することは、どのような場合においても、障害者が地域の幼稚園、学校への就学ができることをまず不可欠とする。それを実施するためには、地域の幼稚園や学校への就学を保障するための施策を都道府県に義務づけるべきである。特別支援学校の設置およびそれに伴う寄宿舎の設置は、そうした学校施設での生活を強いることにつながり、障害者の権利条約19条「自立した生活〔生活の自律〕及び地域社会へのインクルージョン」の各項にも抵触することとなる。特別支援学校卒業後、寄宿舎から入所施設に移る事例が多く、寄宿舎が「特定の生活様式」の義務づけにつながっている実態がある。
２．また、親からの分離を禁止する「締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。」に違反すると考えるか、否か。

　当然、学校教育法におけるこのような規定は、障害者の権利条約第２３条４項に違反する。

特別支援学校が本来の居住地から離れた市町村や通学に多大な負担を強いる距離にしか存在せず、さらには、そうした居住地から離れた特別支援学校を前提に寄宿舎を設置することは、本来、子どもが享受すべき父母との生活に立脚した関係を、教育の制度上において阻害するものといえる。障害当事者の立場からは、上記にも触れた権利条約１９条の地域社会へのインクルージョンの保障がなされていないことになり、親による子どもの就学義務の幅を障害者ゆえに狭めることにもつながり、他の者との平等を基礎とする権利条約の基本原則に違反する。
○特別支援学級の設置

　学校教育法81条は、普通学校の通常学級の他に、特別支援学級（従来の特殊学級）の規定を置いている。
　この規定は、普通学級ではない学級での教育を前提にするものであるが、これは障害者の権利条約第２４条第１項のinclusive education（インクルーシブ・エデュケーション）に合致するものと考えるか、否か。

　学校教育法に規定される特別支援学級の設置は、障害者の権利条約24条１項に合致しない。

地域の学校における就学は、特別支援学級に在籍することをもって満たされるものではない。インクルーシブ教育の目的は、誰も排除されることのない社会づくりにあり、そのためには、多様な人間の存在を前提にした集団教育が不可欠である。特別支援学級は障害のある子どもだけが学籍を置くことになっている。障害者だけが特別な場と時間を設定されることを前提とされるのは不当な扱いであり、差別である。必要なのは、学校という人間集団の中で教育を受けるために必要な支援であって、場や時間を別に設定されることではない。特別支援学級の設置を前提とした制度ではなく、障害者が通常の学級で必要な支援をいつでも受けられる体制である。特別支援学級は、障害者の学校生活を円滑に営んでいくための支援を提供するリソースルームとして設置されるべきであり、必要な人的・物的支援がいつでもどのような場でも利用できるものとして機能させる制度とするべきである。
○就学先決定の仕組み
　学校教育法第17条は、保護者にその子どもを小学校、中学校に就学させる義務とともに、特別支援学校に就学させる義務を別個に課している。そしてその親の義務の履行として、学校教育法施行令は、障害のない人（子どもを含む）については、学校教育法施行令５条により、市町村教育委員会が入学期日等の通知や学校の指定を行うのに対して、障害のある人については、学齢期を迎える前の子どもを対象とする就学時の健康診断によって、同施行令22条の３が規定する障害と障害の程度に該当する障害の存在が分かると、同施行令11条により、原則として（例外は認定就学者）、都道府県教育委員会が特別支援学校の入学期日等の通知や学校の指定を行うことになる。
１．障害のある人の就学先の決定を法律ではなく、施行令に委ねているが、立法府の関与を要しない政令に委ねてよいか、否か。
　委ねるべきではない。

　教育を受ける場を決定することは、教育を受ける権利（当事者）、教育を受けさせる義務（保護者）という社会上の基本的な権利・義務に関わる問題であり、それに対しては立法府に委ねることが不可欠である。

　教育をどこでどのように受けるかは、それぞれの人生と将来に多大な影響を与える。そのような重要な教育上の制度を政府や省庁でのみ内容を決定することはやめるべきである。
２．学校教育法施行令５条、11条ならびに22条の3項による「障害に基づく分離」制度の廃止についてどう考えるか。
　「障害に基づく分離」の制度はすべて廃止されるべきである。

　学校教育法施行令５条や11条による就学通知や市町村および都道府県の教育委員会による就学先決定に関係した通知事務等、特別支援学校への就学を前提とした諸規定は、障害のある子とない子を分ける原則分離教育の制度的根幹であり、その内容を地域の幼稚園や学校への就学を前提とした内容に全面的に改めるべきである。これらの規定が存在するために、地域の学校に就学することを希望した障害者に対しては、入学日直前にならなければ通知が正式にとどけられないといった事態も頻発している。地域の学校での支援体制の準備が間に合わないといった不利益ももたらしている場合さえある。その前提には、就学時健診の受診と就学指導を経たうえでの就学決定の体制がある。こうした体制は、地域の学校への就学を前提として、就学通知　→　健康診断　→　就学に必要な支援の相談（就学指導に替わる）との順に改めるべきである。

事実、大阪府・東大阪市においては、障害の有無に関わらず全ての児童に市町村教育委員会が地域の学校への就学通知を出した上で、就学に必要な相談を行いながら、本人・保護者の申し出によっては特別支援学校を選ぶ(つまり、特別に申し出ない場合は、当然に地域の学校)というプロセスになっている。また、そのことによって、何一つ、現場での混乱は生じていない。

　また、同施行令の22条の３による、特別支援学校に就学すべき対象となる障害の範囲規定、さらには、それを前提とした５条の障害のある子とない子を入り口で分けている就学通知の仕組みは、障害者を障害があるということによって、教育上の権利を決定的に区別、制限するものとなっており、障害者の権利条約上の規定からも決して許されるものではない。
４．障害のある人および保護者が、特別支援学校、特別支援学級を選択する選択権の保障についてどう考えるか。

　権利条約・第24条２項の(e) では、「個別的な支援」についても、「完全なインクルージョンという目標に則して」行われなければならないとされている。

当面、特別支援学校、特別支援学校を地域におけるリソースとして位置づけ、本人・保護者が希望する場合、利用できる社会資源とすべきである。

　そもそも地域の学校で必要な人的・物的支援等（合理的配慮）が得られたうえで教育を受けることができるのであれば、特別支援学校での支援を強いて求めることもなく、特別支援学級も元々の学級での支援が得られるのであれば、地域の学校に代わる選択権という対象とまでにはならないと思われる。

　条約が規定する「完全なインクルージョンという目標に則して」、特別支援学級や特別支援学校の機能を再編成すれば、それを選択の対象にすることもない、特別支援学校にしても特別支援学級にしても、必要なときに利用できる資源として機能していれば、障害者や保護者がそれを地域の学校に代わる選択対象として選ぶのではなく、学籍のある就学すべき学校は地域の学校であり、そこで支援を得る先として特別支援学校や特別支援学級を利用する資源の対象となると考える。
○合理的配慮の具体化
１．合理的配慮の具体的内容について、障害のある人および保護者、学校、学校設置者の三者が合意形成をしながら策定するプロセスについて、どう考えるか。

合理的配慮について、本人や保護者が請求でき、その意志が明確に反映された中で合意形成してその具体的内容を作成する仕組みが必要である。現行の、保護者の意見を聴くこととしている就学指導ではけっして果たされないと考える。

　「合理的配慮」は、障害者権利条約全体に関わる重要な事項であるが、特に、24条２項(c) で「各個人の必要〔ニーズ〕に応じて合理的配慮が行われること」と、教育に関わる個別条文に記載されていることに注目をする必要がある。

障害者が必要とする合理的配慮は、成長や日々の経験、環境の違い等によって変化するものであり、一定時期に決められない。そこには継続的で、できるだけ幅広い視点に立った選択肢と利用できる資源が不可欠である。障害のある人および保護者、学校、学校設置者の三者が合意形成を、不断に、そのときどきの状況によって積み重ねられる場を恒常的に設置することが必要である。

　なお、この合意形成において、現在文部科学省が各学校において策定を勧奨している個別の教育支援計画については、いまだその位置づけについて一定の道筋が見出せていない。文部科学省においても昨年２月に発表された「特別支援教育の推進に関する調査研究協力者会議」の中間とりまとめでは、個別の教育支援計画によって就学決定をしていくとの方向が打ち出されていたものの、現在審議中の審議報告（案）では、似かよった個別の支援計画がさまざまなところで策定される状況の中でその整理が必要としている一方で、保護者の意見を聴きつつも担当教員が作成すべき個別の指導計画への重視がうかがえる。教育における合理的配慮は、けっして学校の中だけで、それも本人や保護者の意思と同意のないところで実施はできないし、してはならない。

いずれにしても、障害のある人や保護者の意思が明確に反映された中で合理的配慮が内容的に合意され、着実に実施されていくためには、ここにいう合意形成のプロセスに、地域において障害のある人の自立生活を支援している当事者等、教育関係者や学校関係者以外の者も合意形成に関与できることも必要である。学校教育において、合理的配慮が確実に保障されていくよう、そのプロセスを法的に規定し、制度化すべきと考える。
２．合理的配慮の内容について、障害のある人および保護者が、不服の場合の異議申立手続きについてどう考えるか。

　合理的配慮についての不服に対して異議申し立てを保障することは、教育を権利とする限り絶対に確保される必要がある。

　その異議申し立てについて、それを受けつけるのは、教育を提供する教育行政や学校の側ではあり得ない。そこから独立した、障害者や有識者、法律に精通した人たちなどから構成される明確な委員会によって、異議申し立ての受付、調査、審議等が実施されなければならない。
○聴覚、視覚に障害がある場合の教育
１．手話言語学習権の保障と教育のあり方についてどう考えるか。
　権利条約第２条に規定されている通り手話は一つの言語である。手話をを言語として獲得することを、教育のうえで保障していくことは、障害者の権利条約２４条においても規定されているところである。手話が言語であることの法的規定は不可欠である。

その点で、言語として手話を共有化できるろう者による集団教育の必要性は認められるべきである。自己のアイデンティティーを手話という言語によって形成するための時期も、とりわけ幼児期の教育においては必要となる。

　一方で、生涯での社会の中での生活を考えた際に、手話を言語としない人たちとの関係も避けられない。いわば、手話以外の言語とその使用者との関係を人生の中でとらなければならないとすれば、そのための教育保障も求められる。

　学校教育でいえば、ろう学校は先にも触れた教育上の資源として位置づけられる。一方で、ろう学校ではない地域の学校でもろう者が学べる制度的保障も必要となる。

　いずれにしても、柔軟な学びの場の変更が認められる学校教育の制度が求められる。
２．手話又は点字についての適格性を有する教員の確保についてどう考えるか。

　手話、点字等を教育現場で教えられる教員の確保は絶対に必要である。

　とりわけ、日本手話や点字等、それをコミュニケーション手段としている障害当事者の確保が望まれる。

３．教育におけるあらゆる形態様式のコミュニケーション保障についてどう考えるか。

　手話、点字、触手話、指点字、拡大文字、筆記（ノートテイク）、電子器機等によるあらゆる形態様式のコミュニケーション手段は、あらゆる教育場面で、かつ、その者の希望・選択に基づいて保障されるべきであり、一人でも多くの人がその手段によるコミュニケーションの主体的な担い手となっていく必要がある。
○特別支援教育

特別支援教育の評価と今後のあり方についてどう考えるか。

　文部科学省の進めている特別支援教育は、これまで特殊教育として実施されてきた原則分離の障害児教育を根本的に改めたわけではなく、その枠を新たに拡大したものでしかない。

　よって、それが障害者の権利条約にいうインクルーシブ教育と同じ方向を向いているなどということはできない。先にも指摘したように、学校教育法施行令22条の３や５条等、障害者であることによって、特別な場所で個別のニーズに応じるということで、教育上の権利を度外視して区別と制限を受けてきたことに変わりはない。

　この障害を前提とした就学先の別枠制度は、教育における障害者の社会へのインクルーシブ化を妨げ、日本におけるインクルーシブ社会づくりを遅らせていると言うことができる。「他の者との平等を基礎にして」、障害のある子どもには市町村教員委員会から就学通知されるべきなのに、何故それが実現しないのか、障害の程度が問題にされるのか。どうして、特別な理由がなければ地域の学校に就学することを認められないのか。いつまで、就学先の決定に対して地元の教育委員会と争わなければならないのか。いつになったら、地域の学校に障害児が就学することが当たり前になるのか。サラマンカ宣言にいうように、本当の意味で、差別と闘う社会づくりが果たされるのか。

障害を理由とする「異別取扱い」を是認している日本の障害児教育の体制は、障害者の権利条約の批准を機に抜本的に改められるべきであり、一刻も早く、地域の学校に就学することを前提とする制度改革が待ち望まれる。

　冒頭に述べた通り、「改革17項目」のその6「学校教育制度は、あらゆる段階において障がい児が障がい児以外の者と原則分けられず、インクルーシブ教育（共に学び共に育つ教育）とすることを基本とする」制度への根本的な転換が必要である。
○その他

１．教育現場における障害者雇用の推進

　学校現場における障害者雇用を進めるべきである。障害者を教員として教育の現場で働いてもらうことこそ、子どもたちに対して教育力を発揮できる。

２．教育現場における医療的ケアの保障

　合理的配慮において、医療的ケアをきっちりと位置づけるべきである。いまや、医療的ケアは障害者が地域社会で生きていく上において必要不可欠の生活行為となっている。教育現場において、看護師等を配置するだけではなく、必要な研修を教員が受けることによって家族と同等の範囲で医療的ケアが受けられるようにしていくべきである。そうしなければ、医療的ケアが必要な障害者は、学校教育でさえ受けられないし、より安心して学校生活を送ることはできない。保護者の付き添いを承諾させるために同意書を求める教育委員会さえある。そこまでではなくとも、看護師を配置していながら保護者の付き添いを強いてくる学校現場もある。障害者であることで、なぜ学校にずっと保護者と一緒に通学しなければならないのか。一刻も早く、こうした差別に等しいことをなくしていくためにも、学校現場で医療的ケアが教員によっても実施できるように改めるべきである。
３．幼児教育におけるインクルーシブ

　幼児教育においてもインクルーシブ教育を進めること。幼稚園における教育活動はもちろん、保育所段階から学校就学にかけて一貫したインクルーシブ教育が取り組まれるように関係省庁間で統一的な施策を実施すること。幼保一元化の流れの中にあっては、なおさらである。

４．後期中等教育（高等学校）における障害者教育

　後期中等教育並びに大学等の高等教育における障害者の就学を拡大するために、入学試験の柔軟実施や人的・物的支援に必要な財政措置を講じること。どんな障害があっても就学の機会が拡大されるようにすること、特に、知的障害者が困難を強いられている入学試験の門戸が開かれるような制度設計を打ち出すことが必要である。
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